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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１０月２４日（月）１６：３０～２１：５３ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監、古金谷事故故障

対策室長（原子力安全・保安院）、伊藤審議官（文部科学省）、加藤

審議官（原子力安全委員会事務局）、松本立地本部長代理（東京電力

株式会社） 

※文中敬称略 

 

 

○司会  

ただいまから政府・東京電力統合対策室合同記者会見を開催いたします。本

日、細野大臣は公務のため欠席です。園田大臣政務官は公務のため、18 時頃か

らの出席の予定です。あらかじめご承知おき願います。なお、福島第一の運転

手順書等の公開の件につきましては、本日 17 時から衆院科学技術・イノベーシ

ョン推進特別委員会委員長の会見が行われる予定でございます。それが終わり

次第担当者がこちらに来て本件について説明する予定です。それでは式次第に

従って進めます。最初は環境モニタリングの状況についてです。まずは東京電

力から説明します。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

東京電力の松本です。それでは環境モニタリングのご報告を 2 件させていた

だきます。１件目は空気中のダストのサンプリング結果です。資料のタイトル

を申し上げますと『福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質

の核種分析の結果について』サブタイトルが第 213 報となっております。ペー

ジをめくっていただきまして１枚目の裏面になりますが、昨日の福島第一の西

門、それから第二のモニタリングポストの１番につきましては、いずれの地点

も ND、検出限界未満という状況でございます。2 枚目に経時変化をグラフ化し

ておりますのでそちらもご確認ください。続きまして、海水の状況です。資料

のタイトルを申し上げますと『福島第一原子力発電所付近における海水中の放

射性物質の核種分析の結果について』第 206 報になります。ページをめくって

いただきまして昨日沖合 4箇所の地点でのサンプリング結果でございます。4 箇

所とも ND、検出限界未満という状況でございますが、一昨日一番左側、北側放

水口におきまして 100Bq/L 程度の検出がされておりますけれども、昨日のサン
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大臣からイノベーション推進特別委員会宛ての表紙がございます。この表紙の

後に別紙ということで付けておりますのが今回皆さまにお配りしているもので

ございまして、別添の１、２、３、４という四つがございます。今回手順書を

ご用意いたしましたのはこの別添１と別添２というものが具体的内容でござい

ますけれども、これらにつきましては１号機の手順書でございまして、実際の

３月の事故時の操作手順に直接的に関係しているものということでピックアッ

プをしてこの手順書の全体ではございませんが使われた部分というようなとこ

ろと、関連する部分ということで公開をさせていただいております。残りの部

分につきましても現在作業をしておりまして、出来次第、速やかに提出、公開

していきたいというふうに考えてございます。まず添付１でございますが、こ

ちらが事象ベースというものでございまして、目次を開けて頂きますとまずは

改訂履歴がずらずらと一覧表で記載してございます。一枚目をめくって頂いて、

その後一覧表になってございますけどもこの中でずっと改訂年月日、実施施行

年月日、改訂内容ということで一覧表になってございますけれども、これが過

去昭和 47 年以降の改訂履歴が記載されているというものでございます。その後

の内容はこれは改訂管理シートというものでございますけれども、各手順書の

各ページにつきましての改訂次数というものが記載されているものでございま

す。それをめくって頂きますと次に表紙がございまして「１号機事故時運転操

作手順書事象ベース１原子炉編」というものの表紙があるかと思いますが、そ

の後に目次が記されております。今回公開いたしますのは、目次の中でいいま

すと序文、これについては全てでございます。それから本編これは次のページ

をめくって頂きますと本編の目次が続いておりますけれども、その中の二箇所

ございまして、一つ目が目次のページでいうと「目－２」というページがござ

いますけれどもそちらの「第一章原子炉スクラム事故１－１原子炉スクラム、

（B）主蒸気隔離弁閉の場合」ということでページ数でいうと１－１B というペ

ージが振られている手順書の部分でございます。こちらと後、目次の５ページ

目でございますけれども「電気編」ということで上の方に書いてありますけれ

ども、こちらの「第十二章外部系統事故」の「12－４全交流電源喪失」という

ふうに 12－４というとこございますが、この二箇所について今回提出し衆議院

の方に提出し、公開をしたということでございます。公開にあたりましては先

ほど森山の方からも説明があったかと思いますけれども、マスキングしている

ところは、先ほど冒頭のところで改訂履歴があるというふうに申し上げました

けれども、そこの中に個人情報が記載されておりますので、そちらについては

マスキングをいたしておりますけれどもそれ以外のところについては全て公開

するということをしております。当然のことながら東京電力の方からも非開示

すべき範囲については、意見聴取をいたしまして、我々の方で安全上核物質防
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護の機密情報に当たるものは無いかどうかというようなところについては確認

をいたしまして核物質防護の観点では特に秘密にすべき情報はないと確認をし

たものでございます。企業情報につきましても確認をいたしましたけれども今

回の事故の重大性を考えまして事故調査の透明性を高める、円滑な事故調査を

進めるという観点で公益性を優先して公開するという判断をいたしたというこ

とでございます。それから別添２でございますけれども、こちらの方が事故時

運転操作手順書のシビアアクシデントの手順書でございます。基本構成は同じ

になっておりまして表紙をめくって頂きますと改訂履歴がまずございます。そ

の中に個人情報が含まれておりますのでマスキングをさせて頂いております。

その後管理シートがございまして目次というものがございまして序文それから

本編という同じ構成になっております。今回ここで提出し公開しますのは序文

全体と本編の中で申し上げますと、２－２というところで２－３、２－２の消

火系FP目次本編右側の方の中ほどにございますけれどもこちらの２－２の部分

と、それから２－３の不活性ガス系（耐圧強化ベント）というところの二箇所

について公開をしているというものでございます。こちらについても先ほどの

事象ベース同様、核物質防護の観点、安全セキュリティの観点でのチェックを

いたしまして核物質防護上秘密にすべき情報は無いということを確認済みでご

ざいます。それから別添３でございますけれどもこちらの方は東京電力の方か

ら先週の21日に提出頂いた１号機に関しての運転操作手順書の適応状況でござ

います。これは実際に３月に１号機で事故時に行われた実際の操作と手順書の

記載内容についてどういった手順書が適応されていたのかというのを比較でき

るものとして、東京電力の方に私どもの方から作成を指示いたしまして提出し

て頂いたというものでございます。ページで申し上げました８ページ目をご覧

いただければと思いますけれども、こちらの方に具体的な操作と手順書の比較

がなされた表がございます。左側の方に実際の操作がいつ行われたのかという

ことが書かれておりまして、中ほどの欄のところが対象の手順書、どの手順書

が使われてどの部分が使われたのかということが抜粋でコピーされております。

左側の方に適用状況ということで、右上の方に注釈が書かれておりますけれど

も、丸、三角、四角、―ということで適用状況についての説明がなされている

ということでございまして、マルの部分については手順書とおりに実施したと、

サンカクについては一部を実施した、シカクについては適用できる状況になか

ったというような形での記載になってございます。見ていただきますと、地震

発生後ですね、８ページ目から９ページ目の下から三つ目の欄がございますけ

れども、そちらまでが地震発生後、津波到来前の手順でございます。こちらの

方は先ほどの別添１のですね、事象ベースの手順書が適用されていたというふ

うな説明になってございます。具体の手順はそれぞれ抜粋がつけておりますの
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で、説明は省略いたしたいと思います。その９ページ目の下から２段落目です

ね、津波到達というところ以降は、こちらはシビアアクシデントの手順書が適

用されているということでございます。10 ページ目をご覧いただきますと、17

時 30 分に DD―FP を起動という操作がございますけれども、こちらについては

先ほどの別添２の手順書の操作が適用されているということでございますが、

適用状況については右の方を見ていただくと三角ということになっておりまし

て、その一部を実施したという説明でございます。それから 11 ページ目をご覧

いただきますと、こちらもシビアアクシデントのベントに関係する操作の内容

について手順書の当該部分が付けられておりますけれども、このあたりにつき

ましても三角ということで一部を実施したという形での適用状況になっている

ということでございました。以上が別添３のご説明でございます。それから別

添４でございますけれども、これは先ほどの要請書の中で操作員のヒアリング

を行ったのであれば、その発言録の要請受けましたので、私どもの方で８月に

東京電力の事故に関係する方々にヒアリングを行って、その保安調査というこ

とでヒアリングを行ったわけでございますけれども、その結果をまとめた資料

でございます。これは９月の 16 日に既にホームページに公表してございますけ

れども、改めて衆議院の方に今回ご提出をしたというものでございます。中身

については既に公表されているということもございますので、説明は省略させ

ていただきたいというふうに思います。説明の方は以上でございます。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○司会 

それでは質疑を再開したいと思います。先ほど指名されていた方、２名いら

っしゃったと思いますが、その方からどうぞ。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけど。今手順書来たので、先にそれ質疑したほうがいい

と思うんでその関係だけちょっと一つだけ。東京電力の松本さんに、先ほど

手順書の公開について考えは変えていないというお話ありましたけれども、

ちょっと確認なんですが。そうすると出てきたものに対しても特にコメント

ないということなんですが、これが出てきたということでも考えを変えてい

ないというのは、東京電力としては安全上確保に関しては保安院の考え方よ

りも東京電力の考え方が優先するというふうに捉えられるんですが、そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（東電）優先するという考えではございません。私どもが考える非公開の範
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○産経新聞 蕎麦谷 

Ｑ：産経新聞蕎麦谷と言います。すいません、ちょっと今資料をばあーっと見

てて見つけられないんで教えて欲しいのですけど、IC の関係の手順というの

は原本でいうとどこになるんでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）お答えいたします。別添１をご覧いただければと思いますけれど

も。そちらの中で先ほど私がご紹介をいたしました原子炉編がございます。

原子炉編を開けていただいてですね、そのあとにページ番号といたしまして

は１のＢの１からですね、１のＢのこれ 19 か 20 くらいまでございますけれ

ども、その中に具体的 IC の操作手順が書かれてあります。具体的に申し上げ

ますと、１のＢの６のページでございます。こちらのページの中にですね、

左側に６番、原子炉圧力調整というところが左下の方でございますけれども

ございます。その中に操作員Ａの操作といたしまして、原子炉圧力上昇時は

SRV を順次手動開又は非常用復水器使用により原子炉圧力をこの範囲内に維

持、実施するという手順がございます。別添３の比較する資料の中にもです

ね、当該部分が適用されたということで記載がなされております。以上でご

ざいます。 

 

Ｑ：５５℃の部分っていうのはどこになるんですか。 

 

Ａ：（保安院）55℃につきましてはそこには記載ございませんが、もう一つ別の

ところでですね、１のＢの 14 というページをご覧いただければと思いますけ

れども。そちらに左側にですね、12、原子炉減圧という項目がございます。

その中に操作員Ａの操作として下記いずれかの方法により原子炉減圧実施報

告というふうにございますけれども、その中の（３）として非常用復水器使

用というのがございますが、この際の規定といたしまして、原子炉冷却材の

温度変化率 55℃／ｈ以下というふうに記載がなされてございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。あと確認なんですけど、その後操

作員が弁を開にしたり閉にしたりというのを繰り返したと思うんですけれど

も、その辺で綺麗にマッチする手順というのがあるわけではないっていうふ

うな認識でよろしいんでしょうか。総合的に判断してっていうふうな、東電

のこれまでの説明だと思うんですけれども。 

 

Ａ：（保安院）私どもも別添３の東京電力から報告をいただいた資料を見る範囲
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での説明ということになりますけれども、この資料の 10 ページをご覧いただ

ければと思います。10 ページの中ほどの欄にですね、３月 11 日の 18 時 18

分、18 時 25 分、21 時 30 分、これが津波後の IC の操作でございますけれど

も、こちらについては適用する手順書が無いということで東京電力から報告

をいただいております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

質問のある方、挙手をお願いします。それでは、この列の後ろの方の端の列の

方。それから、前の方でそちらの方。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。９月の 12 日に最初手

順書かなり墨塗りがあって開示された分というのは、この中にどこか含まれ

ておりますでしょうか。もし、このページということであれば教えてくださ

い。 

 

Ａ：（保安院）お答え申し上げます。９月 12 日に出ました黒塗りの部分は、先

ほどもご説明をいたしました１－Ｂのページの、１－Ｂ－４から１－Ｂの恐

らく 19 のページぐらいまでだったと思います。19 か 15 か、そのぐらいのペ

ージについて衆議院の方で公開されたというふうに認識しております。 

 

Ｑ：確か、最初開示されたのが 12 ページでしたから、今のですと 12 ページ超

えるので、東京電力の松本さん、お手元は資料同じのを見ておりましたら、

正確に１－Ｂのどこからどこまでかお分かりでしょうか。 

 

Ａ：（東電）１－Ｂ－４から 15 になります。 

 

Ｑ：４から 15。有難うございます。で、今ざっと見ますと墨塗りされている箇

所が、ないんでしょうか、これは。１から 15 で墨塗り、４から 15 の間で墨

塗りされている箇所が一箇所もないんですけれども。 

 

Ａ：（保安院）はい、墨塗りしてる箇所はございません。 

 

Ｑ：これ、東京電力が、これは一例ということですけれども、これに限らず核
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○読売新聞 中島 

Ｑ：読売新聞の中島です。東京電力と保安院に一つずつ。別添３というところ

に、東京電力の立場から説明をした適応状況というのがございまして、表に

なっていて、表の中に丸、三角、四角がついていて「手順とおり実施した」「一

部実施した」「適用できる状況になかった」ということですが、本来適用すべ

きなのにしなかったというのが、あるのかないのかを教えていただきたいの

と、あと保安院にはこれを、東京電力の分析を受けて、保安院としてはどの

ような評価をしていて、同じ質問になりますが、本来やるべき、手順書にお

いてはやるべきだったのにやっていなかったこと、というのはあるのかない

のか、それぞれ聞かせて下さい。 

 

Ａ：（東電）はい。東京電力といたしましては、事故時運転操作手順書の事象ベ

ース、それから兆候ベース、シビアアクシデントとございますけれども、や

るべきことをやらなかったということで事故が拡大しただとか、復旧の支障

になったということはないというふうに、今のところは判断しています。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございます。私どもの方ではこれを受けて評価ができて

いるかというと、まだ十分な評価ができておりません。私どもの中でも今、

原因究明、事故の調査の関係で専門家の方に意見聴取をするような会を設け

て、取り組んでおります。耐震の関係は９月から始めておりますし、技術的

な知見に関する意見聴取会というのは今日から始めてございますので、これ

からそういった専門家の方々のご意見を聞きながら、こういった操作の点に

ついても検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

Ｑ：保安院さんに追加で、その時期的な目途はいつ頃までに評価というのは決

まっているんでしたっけ。 

 

Ａ：（保安院）技術的な知見に関する意見聴取会につきましては、年明けを目途

に中間とりまとめを行います。それからあと、年度内に最終的な取りまとめ

をしようというふうに思っております。これはかなり幅広く技術的な課題に

ついて、体系的に整理をして、その中で今後の安全対策でどういったところ

を強化していくべきかというような方向性を出していきたい、というふうに

考えてございますので、その中でこういった冷却系の設備面、あるいは運用

面の点についても検討していきたいというふうに考えてございます。 

 

○司会 
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思います。特に三角とか四角になっている部分に関してですね。いかがでし

ょう。 

 

Ａ：（東電）はい、こちらは少し、別添３のページ数で言いますと８ページのと

ころから、第６章、添付資料（１）手順書適応状況表という形でまとめてい

ます。左側に日時と操作、それからどこが対応するかという手順書、それか

ら手順書の適応状況という比較表でございます。結論に関しましては、右か

ら二番目の丸とかバーとか四角が書いてある所が私どもの判断が書いてある

所でございますけれども、左側の、例えば３月 11 日の 14 時 46 分に原子炉が

スクラム。それから全制御棒全挿入。ＭＳＩＶ閉といったようないわゆるプ

ラントの動きがございますけれども、そこに関しましては事故時運転操作手

順書の、ここは AOP って書いてございますが、これは事象ベースの略称でご

ざいます。そこのところで、操作項目がこういった所の記載がございます。

操作員Ａが原子炉スクラムの確認・報告を行うということで、確認すべき警

報名称ですとか、指示値の状況、それから弁の開け閉めの状態ですとか、そ

ういった所を確認するって項目がございまして。右側に手順書の適応状況と

いう形で、こちらに関しましては私どもの方で手順書とおりに実施したとい

うことを確認したということになります。基本的にはこの左側で書いてござ

います内容が、確認できたという様なことで記載しております。それから９

ページの方で、下側の方に行きますけれども。15 時 37 分に、DG 全台トリッ

プ全交流電源喪失という所になりますが、ここはご存知この時刻に、大きな

津波がいわゆる入ってまいりまして、建屋の中のディーゼル発電機その他電

源装置に冠水したということから、手順書その物はここには存在してません

が、全交流電源喪失の手順としては AOP の中にあります。ただし、この手順

書は直流電源の操作可能な設備ということで、アイソレーションコンデンサ

と HPCI 等の記載がございますので、四角ということで手順書を適応できる状

況になかったという様な判断をさしていただいています。続きまして 10 ペー

ジの方にまいりますけれども。17 時 30 分に DDFP ということで、これはディ

ーゼル駆動の消火ポンプになります。注水手段がなくなっておりますので、

対象操作手順書は SOP、シビアアクシデントの手順書に入ってまいりまして、

その中の消火系 FP を使った操作ということになります。この中に一番上の所

にございますけれども、MD 消火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプを起動

するという状況でございます。こちらは、当然電源が全てない状況になって

おりますので、使えるポンプとしてはディーゼル駆動消火ポンプ、DDFP とい

う状況でございます。その他、CS 系から注入ラインに注水可能である事を確

認するっと言ったことが書いてございますが、全ての電源が落ちております
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ので、この辺りは使えてないという状況でございます。その下、FP から MUWK

への注水する為に以下の弁を、前開にするということになりますけれども、

ここに関しましては、基本的に中央制御室からの操作でございますけれども、

実際には現場からの操作ということになっております。そういった所を踏ま

えまして、手順書の適応状況ということでは、三角ということで手順を一部

実施したということで、評価さしていただきました。以上のような観点から、

丸・三角・四角それからバーという様な形で、記載をしたものでございます。 

 

Ｑ：今の部分確認なんですが、その三角にはその中操からやるべきものが別の

手段でやったものなんかも含めて、その三角っていうことになる訳ですね。 

 

Ａ：（東電）はい。そうです。 

 

Ｑ：分かりました。すいません。後、この一番右側の欄のこの確認なんですけ

れども。これはその記録であるとか、当時の運転員の方の聞き取りとか、そ

ういうことに基づいてこういう結論を出されているのかということとですね。

後、東京電力の中の事故調査委員会の中で、これはどのような扱いになって

いるのかについて、お尋ねします。 

 

Ａ：（東電）はい。こちらに関しましては、いわゆるこの手順書に直接ですね、

何時何分にチェックしたいう様な記録は残っておりません。私どもの方で、

これまでの運転員等の聞き取りを踏まえて、事故の記録それからプラントの

パラメータを確認した上で、こういった操作が行われたというふうに私ども

としては、確認したということになります。それから、こういった内容につ

きましては、私どもの社内に設置しております社内の事故調査委員会でも、

確認が終わったものが記載されています。 

 

Ｑ：全て事故調査委員会。 

 

Ａ：（東電）事故調査委員会の中でも、時系列としては確認しておりますけれど

も。以前からご質問にあったような、アイソレーションコンデンサをなぜそ

この時点で開け閉めしたのかと、いう様な判断の理由だとか根拠については

まだ、確認をしている最中でございます。 

 

Ｑ：要するに事実関係については、確認できていると。 
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Ｑ：事故を起こす前の、普通のただ今後こういうサービスをやりますっていう

ような記者会見だったら、電事連でやろうがどこでやろうがこれいいですよ。

事故に関する記者会見ですよ、事故の賠償に。つまり国民の税金からお金が

出る大事な記者会見ですよ。それは東電のこの事故で国民は電気料金の値上

げも負担しなければならなくなるだろうし、税金の負担もしなければならな

いんですよ。それをなぜお身内だけの場で記者会見してしまったのかという

ことですよ。これはもう一度ここで、公開の場で、密室じゃない場所で、記

者会見するよう指導していただけませんでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）大変恐縮でございますが、ここの政府と東京電力の統合対策

室としての権限の外でございまして、賠償においてはですね、ご案内のとお

り経済産業大臣たる枝野大臣の下で行われているという形でございますので、

ここの場とはちょっと性質が違うものであるということはご理解をいただけ

ればと思います。 

 

Ｑ：事故に関わる問題だからここですよ。 

 

Ａ：（園田政務官）すいません。管轄は枝野経産大臣の下で、細野大臣ではあり

まません。枝野経産大臣の下で行わせていただいているということでござい

ます。 

 

Ｑ：分かりました。西澤社長の件はともかくとして、今後園田政務官が遅れて

来られる時は遅らすとか、いっそのこと１時間以上遅れるのであったらその

日は取りやめにして次回にするとか、そうでないとなんら社会に対して責任

取らなくてすむ、これまで散々嘘ついてきて隠しぬいてきた東電と霞ヶ関の

人たちだけでやられちゃ困るんですよ。要するに責任取らなくていいんです

よ。 

 

Ａ：（園田政務官）分かりました。私のスケジュールに合わせていただいてやっ

てもよろしいということであるならば、そのようにさせていただきたいと思

っております。この間の件はですね、この間も言われましたけれども、必ず

私は記者会見はやるべきだという方針に立たせていただいておりますので、

そういった面では極力私が細野大臣からも命を受けておりますので、この場

に来て私の責任の中で広く国民の皆さま方にきちんと情報提供をするべきだ

というふうに言われております。そういった面では私が仮に時間が遅れると
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というかお忙しいんでしょうからこれ散水しているところというのはこれ５

号機６号機からその水取って山林に散水しているということですので、ここ

のところに実際記者が行って取水するところを確認するとかこれは作業の邪

魔にもならないですし核物質防護上なんの問題もないと思うんで、これ記者

がせめて同行して実際取水する園田さんが飲むといわれている水を取水する

ところを取材するというような許可をしてもらわないと、全然客観性もない

しまた東電だけにやらせたらまたいんちきしてこれですよって言ってお取り

寄せになっちゃうわけですから、そこちゃんと記者がいけるように行く問題

ないんじゃないですか。だって作業の邪魔にもならない核物質防護の問題も

なんもないと思うんですけど。 

 

Ａ：（園田政務官）まず記者の皆さま方が同行されるということに関しましては

今この段階で何度もお答え申し上げてますけれども、発電所内に入られるこ

とというのは私どもとしては現段階によっては控えさせて頂いております。

したがいまして、であるならばどういう形で皆さん方のお問い合わせに対し

てお答え出来るだろうかというふうに考えましたときに、それであれば現地

でそれをくんできて頂いてそして封印なり何なりをしてここの場にまずそれ

を持ち込むということ。今私が東京電力に対してそのことに関連して今要望

をいたしておりますのは、これ可能かどうか分かりませんけれどもその水を

皆さん方に資料提供というような形で普段皆さん方に発電所の状況というこ

とで毎日こういう状況で情報提供をさせて頂いておりますけれども、それと

同様に水をご希望の方にはお渡しをさせて頂いて皆さま方できちっと確認を

していただくような形も取れはしないかなというふうに考えておるとこでご

ざいまして、それを私の飲水する水と共に皆さま方にご希望の方がいらっし

ゃればお配り出来るような状況も併せて作れないだろうかということを今東

京電力に対しましては要請をしているところでございます。したがってそれ

が出来れば恐らくいろんな皆さん方にご関心がお有りの方はそれを持って頂

いてなんらかの形で確認をしていただくというのは出来るんではないかなと、

濃度を測るなり何なりして頂けるんではないかんというふうに思ってます。 

 

Ｑ：それ取水するところに東京電力以外の人は立ち会わないんですか。という

のは東京電力の川俣晋さんだって昨日私も園田さんにお付き合いして飲むと

いってしまった以上は、多分東京電力の社員だけでやったら自分とこの幹部

社員がかかわっていることだから間違いなくいんちきするんじゃないんです

か。保安院の人が立ち会ったりすることはないんですか。 

 

������������������������
�����	�

����������� 	�������
�������� �������

������	������
�������������
�������	���������
�����



78 

 

Ａ：（園田政務官）いんちきはさせませんので、私の責任においてしっかりと持

って来させたいというふうに思います。 

 

Ｑ：それすいません、いんちきさせないというのを、どういうことで担保する

のかっていうのを事前に言ってくださいね。それじゃないとあとから「はい、

これですよ、皆さんもどうぞ」なんて言われたって、それ全く信用できない

し、なんのためにやるのかわけ分んないんで。それでその一つ事前の作業と

して、この実際、今、この５、６号機からの低濃度とされる汚染水を取って

それで散水しているわけですけど、それまでの過程っていうかどういう段取

りっていうか、どうやってその散水しているのか、処理を行っているのかと

かの、ちょっと図でそれ提出してもらえますか。図で、こういうふうに取水

して、こういうふうな段取りを経て散水していますっていう、図で分かるよ

うなものをあらかじめ出してもらえますか。 

 

Ａ：（東電）散水の手順につきましては、10 月７日に公表させていただいた資料

にしたがいまして、ご紹介はさせていただいています。ゼオライト等でろ過

をした後、最終的にはＲＯ膜で塩分を取った水を散水しているという状況で

ございます。 

 

Ｑ：じゃあちょっとそれ後でもらいます。それでいいです。 

 

○司会 

それでは次の方どうぞ。 

 

○ＮＰＪ吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりです、よろしくお願いいたします。３問というこ

とで。その淡水化処理の関連なんですけれども、放射性廃棄物の工学を勉強

し始めたばっかりで、不勉強でちょっとお聞きしたいんですけれども、東京

電力の松本さんにお願いいたします。ストロンチウムはどういう除去をされ

ているんでしょうか。RO 膜だけですか、凝集沈殿若しくはイオン交換等を通

して除去はしているんでしょうか。続いて松本さんにお願いいたします。以

前の質疑の中で、10 月６日に亡くなられた方の記者さんとのやり取りの中で、

今までに敷地内で働かれた、作業員の方々で亡くなった方々は３人か、延べ

人数に対して３人でいいかという質疑の時に、松本さんは作業されてる方が

亡くなったのは３人で、転職されたあと亡くなった方は知らない、交通事故

で亡くなったり、他亡くなった方は知らないとおっしゃられましたが、作業
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